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奈良市人事行政の運営等の状況に関する報告 

 

 

１．目 的 

奈良市職員の給与、定員などの人事行政の運営等に関する状況を公表し、運営の公正性、透明性を高めることを 

目的としています。なお、この公表は主に平成２２年度の運営等の状況となっております。 

国や他の市町村と給料の比較をする場合、基本的に一般行政職を比較しています。また、他の市町村については、

同規模団体である中核市との比較をしております。 

 

 

○用語の説明  ※各表の用語説明は末尾に記載しています。  

  ◆ 普通会計・・・一般会計、特別会計のうち、公営企業、下水道事業、国民健康保険などの公営企業等会計

を除いたものです。 

 

  ◆ 一般行政職・・・全職種から、技能労務職、教育職、企業職、消防職、税務職、医師、保健師、医療技術

職、福祉職（奈良市の場合は保育士のみ）等を除いた職種です。平成２２年度の一般行政

職の人数は１，２８０人、平成２３年の人数は、１，２５６人になります。職員数を数え

る場合に、一般行政職という用語を用いるときは、職員を職種別で区分けしているのに対

し、一般行政部門という用語を使っている場合は、職員を仕事の内容（及び会計別）で区

分けしているので、範囲が一部重なっていますが、一致はしません。 

 

  ◆ 技能労務職・・・清掃作業員、給食調理員、学校の用務員、保安員、自動車運転手、火夫などです。 

 

◆ 企 業 職・・・公営企業に従事する職員で、奈良市の場合、水道局の職員のみになります。 

 

  ◆ 中 核 市・・・地方自治法第２５２条の２２第１項に定める政令による指定を受けた市。法定人口が３

０万人以上の都市です。２２年４月時点で４０市あり、近畿地方では奈良市の他に、滋賀

県大津市、大阪府高槻市、東大阪市、兵庫県姫路市、西宮市、尼崎市、和歌山市などがあ

る。本報告において他市との比較は主に同規模団体である中核市で行っています。 

 

 

２．職員の任免及び職員数に関する状況   

（１）職員の総数   【用語解説 §1】 

（各年４月１日現在） 

 平成２２年 平成２３年 

職員条例定数 ３，２００人 ３，２００人 

 

職  員  数 

３，０６６人 

（１，０３８人） 

｛２００人｝ 

３，０１２人 

（１，０１８人） 

｛２６８人｝ 

（注）（ ）は女性の内数です。 

       ｛ ｝は再任用短時間勤務職員の外数です。 
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（２）部門別職員数の状況  【用語解説 §2】 

①前年度との比較と主な増減理由 

（各年４月１日現在、人） 

区  分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

平成22年 平成23年

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会 20 19 △1 組織改正（減） 

総 務 374 352 △22 事業終了、配置見直し（減）、組織改正（増） 

企 画 13 10 △3 組織改正（減） 

税 務 95 94 △1 配置見直し（減） 

民 生 593 592 △1 業務見直し（減）、組織改正（増） 

衛 生 471 470 △1 業務見直し（減）、組織改正（増） 

観光経済 52 55 3 組織改正（増） 

土 木 247 248 1 配置見直し（増） 

小 計 1,865(141) 1,840(179) △25(38)  

政
部
門

特
別
行

教 育 466 440 △26 民間委託、組織改正（減）、組織改正（増） 

消 防 396 397 1 組織体制の整備（増） 

小 計 862(35) 837(58) △25(23)  

会
計
部
門 

公
営
企
業
等

水 道 193 192 △1 配置見直し（減） 

下水道 49 51 2 配置見直し（増） 

その他 97 92 △5 配置見直し（減） 

小 計 339(24) 335(31) △4(7)  

合  計 
3,066(200) 

[3,200] 

3,012(268)

[3,200]

△54(68) 

[0] 
 

（注）職員数は一般職に属する職員数です。 

     （ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

     ［ ］は条例定数の合計です。 

 

②中核市平均との比較 

（平成２２年４月１日現在、人） 

区 分 

職 員 数 人口１万人当たりの職員数 

奈良市 中核市平均 奈良市 中核市平均 
中核市４１市中

の順位 

一
般
行
政
部
門 

議 会 20 18.2 0.5 0.5  5

総 務 374 382.8 10.2 9.4 12

企 画 13 38.1 0.4 0.9 37

税 務 95 136.7 2.6 3.4 37

民 生 593 477.9 16.2 11.7 4

衛 生 471 375.6 12.9 9.2 1

観光経済 52 118.7 1.4 3.0 34

土 木 247 293.7 6.8 7.1 25

計 1,865 1,841.7 51.1 45.0 5

政
部
門

特
別
行

教 育 466 439.0 12.8 10.8 10

消 防 396 364.0 10.8 10.2 11

計 862 803.0 23.6 19.5 6

会
計
部
門 

公
営
企
業
等

水 道 193 147.4 5.3 3.8  7

下水道 49 84.6 1.3 2.1  36

その他 97 482.8 2.7 12.1 35

計 339 714.8 9.3 17.9 29

合 計 3,066 3,359.5 84.0 82.4 17

（注）職員数は一般職に属する職員数です。 
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（３）年齢別職員構成の状況 

（平成２３年４月１日現在、人） 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

職員数   0 96 247 206  207 350 350 317 

区 分 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

 

 計 

 

職員数 360 437 439 3 3,012 

 

 

 

（４）職員の平均年齢の状況 

①前年度との比較 

（各年４月１日現在） 

区  分 平成２２年 平成２３年 

一般行政職 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

４４．９ 歳 

４７．１ 歳 

４４．８ 歳 

４１．４ 歳 

４０．８ 歳 

４４．５ 歳 

４６．７ 歳 

４４．５ 歳 

４１．３ 歳 

４０．７ 歳 

平  均 ４４．０ 歳 ４３．７ 歳 

 

②中核市との比較（平成２２年４月１日現在、一般行政職） 

   

 一般行政職 平均年齢 

奈良市平均 

中核市平均 

４４．９ 歳 

４２．９ 歳 

４０ある中核市（平成２２年４月１日現在）のうち、奈良市は最も平均年齢が高くなっています。 

 

 

 

（５）職員採用の状況 

 ①職種別、採用方法別職員数 

（単位：人） 

区  分 試験採用 選考採用 計 

一般行政職等 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

計 

４８（３０）

   ７ 

 

  １６ （１）

  １４ （２）

８５（３３）

３５ （６） 

２６ （２） 

５ （４） 

１３ 

５ 

８４（１３）

８３（３３）

 ３３ （６）

  ５ （４）

 ２９ （１）

 １９ 

１６９（４６）

     （注）（ ）は女性の内数です。 

        選考採用には再任用短時間勤務職員を含み、県からの派遣職員は含みません。 

 

 ②再任用職員 

再任用とは、高齢者の知識・経験を有効に活用するために定年退職者を対象に再雇用する制度です。任用にあたっ

ては、勤務成績や健康状態等を考慮し選考により採用しています。 
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（単位：人） 

区  分 採 用 数 

一般行政職等 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

計 

３９ （１２） 

  ２６ （１２） 

   １    （１） 

   ５ 

  １０ 

８１  （２５） 

          （注）（ ）は女性の内数です。     

             職種は再任用時の職種です。 

 

（６）職員の離職状況  【用語解説 §3】 

                                         （単位：人） 

区  分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計 

一般行政職等 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

計 

５３（１４） 

３２（１５） 

６ （４） 

 ６ 

１１ 

１０８（３３） 

２５（１２）

１ （１）

１０ （９）

 

 １ 

３７（２２）

１８ （９）

７ （３）

４ （３）

  

  

２９（１５）

８ （２）

 

８ （２）

  

１ 

１７ （４）

１０４（３７） 

４０（１９） 

２８（１８） 

６  

 １３ 

１９１（７４） 

（注）（ ）は女性の内数です。 

   県からの派遣職員は含みません。 

 

（７）定員適正化 

  ①平成２３年１０月に策定した定員適正化計画は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の計画です。各

年度の計画値は、次のとおりです。 

                                        （各年４月１日現在、人） 

区  分 
平成２２年度

（計画前年）

平成２３年度 

（対前年度） 

平成２４年度

（対前年度）

平成２５年度

（対前年度）

平成２６年度

（対前年度）

平成２７年度 

（対前年度） 

増減数合計 

（増減率） 

普 

通 

会 

計 

一般行

政部門 
１，８６５

１，８４０ 

（△２５） 

１，８３２

（△８）

１，８２１

（△１１）

１，８０６

（△１５）

１，７９４ 

（△１２） 

△７１

（△3.81%）

特別行

政部門 
  ８６２

  ８３７ 

（△２５） 

８３１

（△６）

８２７

（△４）

８２１

（△６）

８２２ 

（１） 

△４０

(△4.64%）

公営企業等 

会計部門 
３３９

３３５ 

（△４） 

３３４

（△１）

３３４

（０）

３２７

（△７）

３２４ 

（△３） 

１５

(△4.42%）

合  計 ３，０６６
３，０１２  

（△５４） 

２，９９７

（△１５）

２，９８２

（△１５）

２，９５４

（△２８）

２，９４０ 

（△１４） 

△１２６

（△4.11%）
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（８）職員採用候補者試験の実施状況 

 ・試験実施日(第１次試験)：平成22年5月30日（薬剤師・保健師・管理栄養士・清掃作業員）、平成22年10月

17日（一般事務職・保育士・土木職・建築職・化学職・消防職・職務経験者）、平成23年2月20日（給食調

理員（保育園）・清掃作業員） 

 ・試験の方法：教養試験（全職種）、専門試験（土木職・建築職・化学職のみ）、集団討論（平成22年10月17日に

第1次試験を実施した職種のみ（以下①とする））、小論文（①及び薬剤師・保健師・管理栄養士・職務経験者）、

適性検査（①のみ）、個別面接（全職種）、体力テスト（消防職・清掃作業員のみ）、実技試験（保育士、給食調

理員（保育園）のみ） 

 

職種 

採用 

予定 

人数 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 競争倍率

受験者 

Ａ 
合格者 受験者 合格者 受験者

合格者 

Ｂ 
 Ａ÷Ｂ 

一般事務職 40 1,162 181 159 111 94 40 29.1

保育士 5 84 22 14 14 12 5 16.8

土木職 5 33 22 20 11 6 5 6.6

建築職 3 34 14 13 9 8 3 11.3

化学職 1 15 5 4 2 2 1 15.0

消防職 14 188 59 56 48 33 14 13.4

薬剤師 1 7 4 3 1  7.0

保健師 7 12 11 10 7  1.7

管理栄養士 1 39 4 4 1  39.0

給食調理員（保育園） 5 58 23 23 15 15 5 11.6

清掃作業員 

(5 月試験） 
2 110 24 22 8 7 2 55.0

清掃作業員 

(2 月試験） 
5 165 39 35 15 15 5 33.0

一般事務職 

（職務経験者） 
数名 199 42 41 7  28.4

電気職 

（職務経験者） 
数名 19 8 7 2  9.5

機械職 

（職務経験者） 
数名 18 9 9 1  18.0

 

 

 

３． 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況 

 人件費とは、職員に支給される給与のほかに特別職に支給される給料・報酬などを合計したものです。 

（普通会計決算） 

区  分 
住民基本台帳人口 

（年度末日） 

歳 出 額 

Ａ 
実 質 収 支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率

Ｂ / Ａ 

平成21年度 365,157人 127,126,038千円   81,406千円  27,901,568千円 22.0％ 

平成22年度 364,786人 129,807,291千円   74,721千円  27,274,316千円 21.1％ 

 

 

 



 

 6

 

（２）職員給与費の状況 

 職員給与費とは、職員に支給する給与の総額です。 

（一般会計予算） 

区  分 
職 員 数 

Ａ 

給    与    費 １人当たり 

給与費 

Ｂ / Ａ 
給   料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成23年度 
2,698人 

(246人） 

10,376,612千円

(591,748千円)

3,715,611千円

(106,534千円)

4,258,908千円

(115,867千円)

18,351,131千円 

(814,149千円) 

6,802千円

(3,310千円)

（注）職員手当には退職手当を含まない。 

   給与費は当初予算に計上された額です。 

   （ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

（３）給与抑制措置の状況 

財政難などの事由により、特別職の給料を１０％減額（平成１５年４月１日から平成２４年３月３１日まで）、

一般職の給料を２％～４％減額（平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで）しています。 

また、議会議員の報酬についても１０％の減額（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）を実施し

ています。（平成１５年４月１日から平成２２年３月３１日までは５％の減額を実施）。 

 

（４）ラスパイレス指数の状況 

  ラスパイレス指数とは、奈良市職員（一般行政職）と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数別に区

分し、職員の構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに給料を比較し、国家公務員の給料を１００

としたときの職員の給与水準を指数で示したものです。 

（各年４月１日現在） 

 平成２１年 平成２２年 

奈 良 市 ９５．７ ９６．４ 

奈 良 県 １００．３ １００．１ 

中 核 市 平 均 １００．９ １０１．０ 

  平成２２年のラスパイレス指数において奈良市は、４０ある中核市のうち４０番目（最下位）となっています。 

 一番高い中核市で１０３．９になります。 

 

（５）一般行政職の平均年齢及び平均給料月額の状況 

（平成２２年４月１日現在） 

区  分 平均年齢 平均給料月額 

奈 良 市 ４４．９歳 341,200円 

中 核 市 ４２．９歳 339,615円 

国 ４１．９歳 325,579円 

 

平均年齢において奈良市は４０ある中核市のうち上から２番目に高くなっています。平均給料については１５番

目となっています。ラスパイレス指数で４０番目でありながら、平均給料で１５番目になるのは、平均年齢の高さ

が関係していると思われます。平均給料を算出する場合、高齢層の職員の人数が多ければ、総額が大きくなります

ので、平均金額が大きくなりますが、ラスパイレス指数は、職員構成が国家公務員と同一であると仮定した場合の

国との給料水準の比較ですので、職員の年齢構成の違いが要因となっている市町村間の給料水準の差が補正された

形となっています。 

 

 （６）一般行政職の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） 

    

区  分 
奈 良 市 国 

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料 

大 学 卒 178,800円 190,300円 172,200円 184,200円 

高 校 卒 144,500円 154,400円 140,100円 148,500円 

※平成２１年からは、上記金額に２％削減した額が、支給額となっています。 
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 （７）一般行政職の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

     

区  分 
経験年数 

5年以上10年未満

経験年数 

10年以上15年未満

経験年数 

15年以上20年未満 

大 学 卒 216,874円 269,480円 331,820円 

高 校 卒 186,951円 214,286円 284,919円 

 

（８）一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在） 

                                          （単位：人、％） 

（注）（ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

（９）職員の手当の状況（企業職を除く） 

①期末手当・勤勉手当（教育職を除く） 

奈 良 市 奈 良 県 ・ 国 

１人当たり平均支給額（平成２２年度） 

              1，583千円 

               （476千円） 

― 

（平成２３年度支給割合） 

        期末手当       勤勉手当 

       2．6月分      1．35月分 

     （ 1．45月分）   （ 0．65月分） 

（平成２３年度支給割合） 

        期末手当      勤勉手当 

       2．6月分     1．35月分 

     （ 1．45月分）  （ 0．65月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％（国は１０～２５％） 

（注）（ ）は、再任用短時間勤務職員分です。 

 

②退職手当（平成２３年４月１日現在） 

奈良市 奈 良 県 ・ 国 

(支給率)       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.5  月分    30.55  月分

勤続２５年      33.5 月分     41.34 月分 

勤続３５年      47.5  月分    59.28 月分 

最高限度額      59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

             （2～20％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額       8,778千円    26,892千円 

(支給率)       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.5  月分   30.55 月分 

勤続２５年      33.5  月分   41.34 月分 

勤続３５年      47.5  月分   59.28 月分 

最高限度額      59.28 月分   59.28 月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

             （2～20％加算） 

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２２年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

 

 

 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

標準的な職務内容 
事務職員 

技術職員 
主事 主務補 主務 係長級 課長補佐級

職員数（人） 166 105 30（110） 270 338 181 

構成比（％） 13.2 8.4 2.4（100） 21.5 26.9 14.4 

区  分 ７級 ８級 ９級 10級 計 

標準的な職務内容 主幹級 課長・次長級 部長級 困難部長級  

職員数（人） 53 98 15 ０ 1,256 (110) 

構成比（％） 4.2 7.8 1.2 ０ 100(100) 
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③地域手当（平成２３年４月１日現在、教育職を除く） 

支給実績（平成２２年度決算） 1,114,182千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２２年度決算） 
381,830円 

支給対象地域 市内全域 

支給率 10％ 

支給対象職員数（普通会計） 2,918人 

国の制度（支給率） 10％ 

 

④特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在、教育職を除く） 

 

 

平成２２年度の特殊勤務手当支給実績（教育職支給分を除く） 

手当の名称 
手当の支給対象 

（２２年度支給対象人数）

手当の支給業務 

（支給金額） 
２２年度実績 

支給対象職員 

一人あたり年額

奨励手当 

市税、国民健康保険料、介

護保険料又は後期高齢者

医療保険料の滞納処分等

に関する業務に従事した

職員（５人） 

差押え等の強制執行 

（1件250円） 
9,500円 1,900円

産業医手当 医師（２人） 
産業医として勤務 

（１回2,000円） 
480,000円 240,000円

火葬作業手当 

火葬場において火葬作業

に従事する技能労務職員 

（３人） 

火葬作業 

（日額1,000円） 
690,000円 230,000円

清掃勤務手当 
環境清美部に勤務する事

務職員（２９人） 

環境清美部の業務 

（日額250円） 
1,700,650円 58,643円

美化清掃業務手当 
まち美化推進課に勤務す

る現業職員（３０人） 

美化清掃業務 

（日額1,000円） 
6,559,800円 218,660円

廃棄物等処理作業

手当 

環境清美部に勤務する技

能労務職員、技術職員 

（２２４人） 

廃棄物又は再生資源

の収集、運搬又は処分

の作業（日額540円及

び1,000円） 

49,875,248円 222,657円

大型ごみ業務手当 
まち美化推進課に勤務す

る技能労務職員（２６人）

担当業務以外の大型

ごみ収集作業に従事 

（１回1,500円） 

12,790,500円 491,942円

廃棄物等現場指導

業務手当 

環境清美部に勤務する事

務職員、技術職員(５人) 

廃棄物処理施設又は

廃棄物が不法に投棄

されている現場等に

おいて、検査、指導又

は監視業務（日額500）

16,200円 3,240円

動物死体収集作業

手当 

収集課に勤務する職員 

（１７人） 

動物の死体収集作業 

（日額800） 
413,600円 24,329円

区      分 全   職   種 

支給実績（平成２２年度決算） 297,029千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２２年度決算） 
268,330円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 42.0％ 

手当の種類（手当数） ３０ 
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大型特殊自動車等

運転手当 

大型自動車及び大型特殊

自動車の運転に従事した

職員 

（６３人） 

大型自動車及び大型

特殊自動車の運転 

（日額500） 

4,818,600円   76,486円

環境検査手当 
保健・環境検査課に勤務す

る技術職員（６人） 

市域の水質又は大気

に関する試験又は検

査業務（日額250円）

342,800円 57,133円

下水処理作業手当 
下水道管理課に勤務する

技能労務職員（２人） 

下水処理作業 

（日額1,000円） 
484,400円 242,200円

道路舗装等作業手

当 

土木管理センターに勤務

する技能労務職員（７人）

道路の舗装、補修等の

作業（日額1,000円）
1,593,000円 227,571円

夜間業務手当 
夜間勤務に従事した職員 

（３９人） 

夜間勤務 

（1回1,000円） 
3,009,000円 77,154円

過重作業手当 

環境清美部に勤務する技

能労務職員、下水道管理課

に勤務する技能労務職員、

土木管理センターに勤務

する技能労務職員、小学校

及び幼稚園に勤務する技

能労務職員（２７６人） 

担当区域や担当業務を

超える過重業務（該当

課の業務内容に応じ、

勤務一回もしくは日額

250円～5,250円） 

132,393,600円 479,687円

危険手当 消防吏員（３３１人） 消防業務（日額250円） 19,128,000円 57,789円

消防技術手当 

消防長が指定した機械を

操作整備する消防吏員(1

級)（７０人） 

消防業務 

（1回150円） 
1,246,410円 17,806円

消防長が指定した機械を

操作整備する消防吏員(2

級)（８８人） 

消防業務 

（1回100円） 
1,037,200円 11,786円

救助手当 消防吏員（８６人） 

救助作業または救助

訓練に従事（1 回 150

円） 

1,179,180円 13,711円

救急手当 

救急救命士の資格を有す

る消防吏員（３８人） 

救急業務 

（1件510円） 
4,847,550円 127,567円

その他の消防吏員 

（２０４人） 

救急業務 

（1件100円） 
3,839,100円 18,819円

水火災出動手当 消防吏員（２１０人） 
水火災現場に出動 

（1件150円） 
891,150円 4,244円

消防調査手当 消防吏員（８３人） 
火災原因調査に従事 

（1件100円） 
92,400円 1,113円

消防夜間業務手当 消防吏員（３１９人） 

夜間に通信業務、受付

業務等に従事 

（1回300円） 

10,341,000円 32,417円

保育手当 
保育園に勤務する保育士

である職員（２８８人） 
保育業務（日額250円） 17,215,150円 59,775円

外務手当 

調査その他のために外勤

した職員(消防吏員を除

く)（２８１人） 

調査その他のために

外勤（日額340円） 
3,441,072円 12,246円

災害復旧業務手当 
災害復旧業務に従事した

職員（８０人） 

災害復旧業務 

（日額600円） 
207,000円 2,588円
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年末年始勤務手当 

12月29日から翌年の1月

3日までの日に正規の勤務

または時間外等の勤務を

した職員、宿日直又は常直

勤務をした職員（６５２

人） 

12月29日から翌年の

1月3日までの日に正

規の勤務または時間外

等の勤務（日額7,9 

00円）、宿日直（１回

2,500円）又は常直の

勤務（日額1,300円）

18,386,460円 28,200円

行旅病人処理手当 
行旅病人の収容に従事し

た職員 

行旅病人の収容 

（1件700円） 
支給実績なし 支給実績なし

行旅死亡人処理手

当 

行旅死亡人の収容に従事

した職員 

行旅死亡人の収容 

（１件1,500円） 
支給実績なし 支給実績なし

往診手当 
往診の業務に従事した医

師である職員 

診療報酬の算定方法に

より算出した往診料の

半額 

支給実績なし 支給実績なし

し尿処理作業手当 
衛生浄化センターに勤務

する技術職員 

し尿処理業務に従事 

（日額540円） 
支給実績なし 支給実績なし

 

 

⑤時間外勤務手当(普通会計) 

支給実績（平成２１年度決算） 1,159,294千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２１年度決算） 
499千円 

支給実績（平成２２年度決算） 1,167,776千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２２年度決算） 
522千円 

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当・夜間勤務手当を含みます。 

 

 

⑥その他の手当（平成２３年４月１日現在、教育職を除く） 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

異 同

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成２２年

度決算） 

支給対象職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２２年度決算） 

扶 

養 

手 

当 

配偶者13,000円 

配偶者以外の扶養親族    各6,500円

（配偶者がない場合の１人目11,000円） 

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの子は、１人につき5,000 円を加算す

る 

同じ  325,134千円 231,412円 

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者に対する手当については

最高支給限度額27,000円 

新築・購入については2,000 円、その他は

1,500 円支給（平成２３年度をもって廃止

することになっています。） 

 

異なる

自宅居住者には支給し

ていない 

191,124千円 80,439円 

通 

勤 

手 

当

交通機関利用者は６箇月定期券等の低廉な

価額により一括支給 

交通用具利用者は５Kｍごと10 段階に手当

を設定 

異なる

交通用具利用者は５Kｍ

ごと 13 段階に手当を設

定 296,468千円 123,015円 

管理職

手当 

職務の級が６級から１０級の管理職に支給
異なる

職務の級が４級から 

１０級の管理職に支給 
317,032千円 717,266円 

宿日直

手当 

常直的な宿日直勤務を命じられた職員に月

21,000円を超えない範囲で支給など 
同じ 

 
288千円 144,000円 

 

 

 



 

 11

⑦諸手当の中核市比較（平成２２年４月１日現在、一般行政職） 

 一般行政職 諸手当平均月額（地域手当除く）

（平成２２年４月給与） 

奈  良  市 

中 核 市 平 均 ※ 

９２，６５５円 

 ７５，５３９円 

  

中核市と比較する諸手当の内容は扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外過勤務手当、特殊勤務手当、

管理職員特別勤務手当の合計となります。地域手当は、地域間の賃金水準の違いの調整を図るための手当（支給割合

は国が定めている）ですので、比較の対象から外しています。地域手当を除いて比較すると、奈良市は、４０ある中

核市のうち上から６番目となります。２２年４月の一般行政職における諸手当の平均月額はそれぞれ以下のようにな

ります。  

 

 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 

奈良市平均月額 10,992円 6,418円 9,396円 17,473円 

中核市平均月額 10,772円 7,434円 7,460円 14,494円 

中核市中の順位 １７番 ２１番 ７番 １１番 

 

 時間外勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当

奈良市平均月額 47,718円 515円 143円 

中核市平均月額 34,691円 548円 140円 

中核市中の順位 ７番 １７番 １０番 

※奈良市の一般行政職にはなく、他の中核市の一部にのみ存在する手当（特地勤務手当、寒冷地手当等）は中核市の

諸手当平均から除いています。 

※４月の調査のため時間外勤務手当は、他の月額より高くなっています。 

※奈良市の地域手当の平均額は37,800円ですので、地域手当を含む諸手当の合計は、130,455円となります。 

 

⑧平成２２年度の職種別の平均年収（総務省給与実態調査データよりの試算値） 

                                                                                   (単位：円) 

職種 給料平均月額

（平均年齢） 

諸手当平均 

月額 

超過勤務手当

平均月額 

特殊勤務手当

平均月額 

期末・勤勉手

当平均額 

平均年収 

（試算値）※

一般行政職 341,192 

(44.9) 

82,224 48,663 516 1,589,422 7,260,562

税務職 317,843 

(42.0) 

69,931 108,990 397 1,367,667 7,333,599

医師等 523,914 

(54.4) 

374,019 0 20,000 3,351,897 14,367,093

薬剤・医療技

術職 

243,630 

(33.9) 

53,111 29,589 0 1,087,588 5,003,548

看護・保健職 287,890 

(39.3) 

57,434 34,314 0 1,270,021 5,825,677

保育士 322,852 

(43.4) 

51,305 14,821 4,863 1,404,328 6,130,420

消防 306,165 

(40.8) 

75,606 27,936 9,014 1,475,246 6,499,898

水道 320,405 

(41.4) 

80,472 24,427 1,851 1,555,915 6,681,775

技能労務職 312,099 

(47.1) 

59,348 45,300 34,371 1,361,497 6,774,913

うち清掃職員 317,030 

(45.7) 

65,734 70,756 64,797 1,433,476 7,653,280

うち学校給食

員 

305,471 

(50.0) 

49,423 0 0 1,231,130 5,489,858

うち用務員 312,320 

(48.9) 

54,627 26,850 240 1,309,929 6,038,373

※期末・勤勉手当の数字は、平成２３年度給与実態調査より平成２２年６月と１２月の期末・勤勉手当の支給 

額を、その他については平成２２年給与実態調査より平成２２年４月の支給内容を記載しております。年収に 

 ついては、給料平均月額、諸手当平均月額、超過勤務手当平均月額、特殊勤務手当平均月額の合計を１２で 
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 乗じた額に、期末・勤勉手当平均額を加えて算出しています。 

※税務職等より一般行政職の年収が高くなるのは、上位の管理職員が多く含まれているためであり、薬剤・医療技術

職の年収が低めなのは、保健所開設に伴なって採用（平成１３年～）された職員が多く占めるためです。清掃職員 

 の年収が高いのは勤務実績手当（超過勤務手当、特殊勤務手当）が多いためです。 

 

（１０）特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

区  分 給  料  月  額  等 

給 

料 

市 長 

副市長 

   １，０１７，０００円 

     ８５９，５００円 

報 

  

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

     ７４７，０００円 

     ６２５，５００円 

５７８，７００円 

期

末

手

当 

市 長 

副市長 

（平成２３年度支給割合） 

２．９５月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成２３年度支給割合） 

２．９５月分 

退

職

手

当 

 

市 長 

副市長 

 

（算定方式）                                     （支給時期） 

給料月額×在職月数×60／100 ＋ {（左記の計算）×6／100 }  任期ごとに支給 

給料月額×在職月数×40／100 ＋ {（左記の計算）×6／100 }  任期ごとに支給 

 

※ 現市長の退職金は「奈良市市長の退職手当の特例に関する条例」に基づき、支給しないことになっています。 

 

４．公営企業職員（水道事業）の状況 

（１）職員給与費の状況 

 ① 決算 

区 分 
総 費 用 

Ａ 

純損益又は

実 質 収 支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める職員給

与比率 Ｂ / Ａ 

平成21年度 13,870,825千円 612,070千円 1,299,034千円 9.4％ 

平成22年度 13,173,634千円 572,220千円 1,283,612千円 9.8％ 

 

  ② 予算 

区  分 
職員数 

Ａ 

給    与    費 一人当たり給与費

Ｂ / Ａ 給料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成23年度 
190人 

(27人)

724,335千円

（65,664千円）

241,661千円 

（11,313千円）

307,363千円 

（12,906千円）

1,273,359千円 

（89,883千円） 

6,702千円 

（3,329千円）

（注）職員手当には退職手当を含まない。 

     給与費は当初予算に計上された額です。 

（ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

③ 給与抑制措置の状況 

    財政難などの事由により、平成１５年４月１日から平成２４年３月３１日の間、管理者の給料を１０％減額

しています。一般職については、平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの間、次のとおり給料を

減額しています。 
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区分 減額内容 

 

１級から５級までの職員 

 

６級及び７級の職員並びに８級の職員で管理職手

当の額が74,800円以下のもの 

 

８級の職員で管理職手当の額が 74,800 円を超える

もの並びに９級及び１０級の職員 

 

給料の２％ 

 

給料の３％ 

 

 

給料の４％ 

 

 

（２）職員の平均年齢及び基本給の状況（平成２３年４月１日現在） 

平均年齢 基 本 給 

41.3歳 369,401円 

               （注）基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。 

 

（３）職員の手当の状況 

  ① 期末手当・勤勉手当 

企  業  職 奈  良  市 

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 ２ ２ 年 度 ）

１，６４１千円 

              （４７８千円） 

１人当たり平均支給額（平成２２年度）

１，５８３千円 

               （４７６千円） 

（平成２３年度支給割合） 

       期末手当     勤勉手当 

       2.60月分     1.35月分 

     （ 1.45月分）  （ 0.65月分） 

（平成２３年度支給割合） 

       期末手当    勤勉手当 

       2.60月分    1.35月分 

     （ 1.45月分） （ 0.65月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（注）（ ）は、再任用短時間勤務職員分です。 

  

② 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

企  業  職 奈  良  市 

(支給率)      自己都合      勧奨・定年 

勤続２０年     23.5  月分      30.55  月分 

勤続２５年     33.5  月分      41.34  月分 

勤続３５年     47.5  月分      59.28  月分 

最高限度額     59.28 月分      59.28  月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

             （2～20％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額         ― 千円     29,493千円 

(支給率)      自己都合     勧奨・定年 

勤続２０年     23.5  月分     30.55  月分 

勤続２５年     33.5  月分     41.34  月分 

勤続３５年     47.5  月分     59.28  月分 

最高限度額     59.28 月分     59.28  月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

             （2～20％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額     8,778千円     26,892千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

  ③ 地域手当（平成２３年４月１日現在） 

支給実績（平成２２年度決算） 86,526千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２２年度決算） 
410,074円 

支給対象地域 市内全域 

支給率 10％ 

支給対象職員数 211人 

一般行政職の制度（支給率） 10％ 
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④ 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

区      分 全   職   種 

支給実績（平成２２年度決算） 4,323千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２２年度決算） 
29,815円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 76.3％ 

手当の種類（手当数） ２ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

外務手当 収納、現場料金精算、計量、

工事監督、調査その他のため

に外勤した職員 

外勤業務 日額  340円 

災害復旧業務手当 （１）災害対策本部の要請に

基づいて災害の復旧業務に

従事した職員 

（２）正規の勤務時間以外の

時間に水火災その他事故等

の復旧業務に従事した職員 

 日額   600円 

 

 

 

 

 

 

⑤ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２１年度決算） 55,645千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 325千円 

支給実績（平成２２年度決算） 49,996千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） 301千円 

  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当・夜間勤務手当を含みます。 

 

⑥ その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度と

の異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成２２年

度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額（平

成２２年度決算）

扶 

養 

手 
当 

配偶者13,000円 

配偶者以外の扶養親族    各6,500円 

（配偶者がない場合の１人目11,000円） 

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの子は、１人につき5,000 円を加算す

る 

同じ  27,840千円 253,092円 

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者に対する手当については

最高支給限度額27,000円 

新築・購入については2,000 円、その他は

1,500 円支給（平成２３年度をもって廃止

することになっています。） 

異なる 

自宅居住者には支給し

ていない 

17,138千円 92,139円 

通 

勤 

手 

当

交通機関利用者は６箇月定期券等の低廉な

価額により一括支給 

交通用具利用者は５Kｍごと10 段階に手当

を設定 

異なる 

交通用具利用者は５Kｍ

ごと13段階に手当を設

定 26,989千円 137,701円 

管理職

手当 

職務の級が６級から１０級の管理職に支給
異なる 

職務の級が４級から 

１０級の管理職に支給 
34,495千円 766,546円 

 

 

（４）定員適正化 

  

①平成２３年度から平成２７年度の適正化計画 

（各年４月１日現在、人） 

区  分 
平成２２年度

（計画前年）

平成２３年度 

（対前年度） 

平成２４年度

（対前年度）

平成２５年度

（対前年度）

平成２６年度

（対前年度）

平成２７年度 

（対前年度） 

増減数合計 

（増減率） 

水道事業 １９０
１８９ 

（△１） 

１８８

（△１）

１８５

（△３）

１８１

（△４）

１７８ 

（△３） 

△１２

(△6.32%）
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５．職員の勤務時間その他の勤務条件 

（１）勤務時間及び週休日等 

区  分 一般の職員 再任用短時間勤務職員 

勤務時間 ８時３０分から１７時１５分までの１

日７時間４５分 

４週間を超えない期間につき１週間当

たり２０時間から３１時間の範囲内 

１日につき７時間４５分以内 

週 休 日 日曜日及び土曜日 日曜日及び土曜日に加え、月曜から金

曜日までの間で別に定める 

休   日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日の間 

   （注）業務運営上の事情により、特別な勤務が必要とする場合は別に定めています。 

 

（２）休憩時間 

区  分 時       間 

休憩時間 １２時から１３時まで 

（注）業務運営上の事情により、特別な勤務が必要とする場合は別に定めています。 

 

 

（３）休暇制度の概要等 

   ①年次休暇の概要と取得状況 

    労働基準法の規定に基づき、原則１年に２０日の有給休暇が付与されます。 

    一般行政職の年次休暇の所得状況は次のとおりです。 

（２１年は１月１日から１２月３１日） 

平成２１年の平均取得状況 平成２２年度の平均取得状況 

９．３日 ９．０日 

 

②休暇の概要 

    年次休暇以外に次のような休暇制度があります。 

休暇の種類 休暇の内容 付与日数 取得単位 

病気休暇 

 

職員が負傷又は疾病のため療養する

必要があり、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合におけ

る休暇 

１年につき 

９０日限度 

結核 及び公

務・通勤上の

災害 １年 

１日、半日、１時

間 

特別休暇 

 

 

選挙権の行使、結婚、出産、交通機関

の事故その他の特別の事由により、勤

務しないことが相当である場合に、規

則で定める場合における休暇 

休暇内容ごと

に定められた

日 

１日、半日、１時

間 

介護休暇 

 

 

 

職員が疾病又は老齢により日常生活

を営むのに支障がある家族等を介護

するため、勤務しないことが相当と認

められる場合における休暇 

６月 １日、半日、１時

間 

組合休暇 職員が登録された職員団体の規約に

定める機関で規則で定めるものの構

成員として当該機関に従事する場合

及び登録された職員団体の加入する

上部団体の機関の業務に従事する場

合における休暇 

１年で３０日

限度 

１日、半日、１時

間 

 

 

（４）育児休業制度の概要及び取得状況 

   職員が育児をするための休業制度であり、育児休業は子が満３歳を迎えるまで、部分休業は子が小学校就学を

迎えるまで取得することができます。 
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   育児休業は、１日単位で、部分休業は時間単位で取得することができます。 

 （単位：人） 

区  分 
取 得 者 数 

平成２１年度 平成２２年度 

育児休業 ７１（０） ８５（０） 

部分休業 １７（１） １９（４） 

（注）取得数には、当該年度に取得した者及び前年度から 

継続取得している者を含みます。 

               （ ）は男性の取得者数で内数です。 

 

６．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分の概要及び状況 

  分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保のために行う処分です。平成２２年度中に降任及び

免職処分を受けた職員の該当はありません。また、平成２２年度中に休職処分を受けた職員及び当該年度以前より

休職処分が継続されている職員は３８人該当し、すべて心身の故障によるものです。 

 

 

２）懲戒処分の概要及び状況 

  懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合など職員の一定の義務違反に対して道義的責任を

問う処分であり、それによって地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としています。 

  なお、処分については、公平さを欠くことのないように、各事案の内容等を詳細に調査し、平成１８年１０月に

施行した奈良市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、慎重な審査を行ったうえで決定しています。 

平成２２年度における懲戒処分を受けた職員状況は次のとおりです。 

（単位：人） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計 

一般服務関係    ２ ２ 

公金官物取扱い関係      

公務外非行関係        

交通事故・交通法規違反関係  ２   ２ 

監督責任関係      ４ 

 

７．職員の服務の状況 

（１）服務の概要 

地方公務員法第３０条においては、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益

のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されて

います。この根本基準の趣旨を実現するために次のような服務上の強い制約が課せられています。 

 

基 本 原 則 概       要 

法令等及び上司の職務上の命令

に従う義務 

職員は職務遂行に当たって法令、条例、規則等に従い、かつ上司の命

令に従わなければならない。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為を行った

りしてはならない。 

守秘義務 職員は在職中、退職後を問わず職務上知りえた秘密を漏らしてはなら

ない。 

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければな

らない。 

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為が

禁止されています。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 
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営利企業等への従事制限 職員は営利企業等に従事することが制限されており、従事する場合は

許可を受けなければなりません。 

 

（２）職務専念義務免除制度の概要 

  職員は、法律、条例などにより定められた場合のほか、一定の事由により職務専念義務を免除されます。 

 

（３）営利企業等従事許可制度の概要及び状況 

  職員は、許可を受けることにより営利企業等に従事することができます。 

許可された内容 許可件数 

国民生活基礎調査などに従事 

市が出資する株式会社等法人役員など 

 １１件 

   ５件 

 

８．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

（１）研修の基本目標 

 これまでの地方自治体は、国の出先機関・国の施策の執行機関的な役割が強く、法令・通達・補助制度の枠内での

施策・事業を執行することが重要とされ、地方自治体の職員には事務を確実に処理する、事務処理能力・作業能率の

高い者が必要とされてきた。 

しかし、地方分権が進み、地域の実情に応じた施策を実施できる権限が広がったことは、同時に今まで以上に自治

体の住民に対する責任が重くなったことを意味する。 

これからの地方自治体職員は、住民一人ひとりの生活に向き合って住民のニーズ（困っていること・助けてほしい

こと・おかしいこと・こんなことがあったらいいと思うことなど）をくみ取り、地域で抱える様々な課題をどうすれ

ば解決できるかを自分の頭で考え、地域住民とともに行動する職員となることが求められている。 

このことから、これからの地方自治体職員には次のような能力が必要となる。 

①対人関係能力（ヒューマンスキル）＝住民と信頼関係を築いて、ニーズを引き出す 

②概念化能力（コンセプチュアルスキル）＝問題を発見して、解決策を導き出す 

③職務遂行能力（テクニカルスキル）＝解決策を具体化し、実行する 

④ネットワーク力＝問題に応じて住民や専門家と協働するための、幅広い人脈形成 

これらの能力を持った、分権時代の職員を育成するため、今年度は次のように研修を実施する。 

 

①基本研修 ～行政経営能力（マネジメント能力）を高めるために～ 

 組織目標達成に向けて、目標を共有し、人材が育ち、お互いに協力し合う組織風土を醸成することを目的に、基

本研修（中堅職員、上級職員、係長・主任、課長補佐、課長研修）を実施する。 

②専門研修 ～これからの自治体職員に必要な能力の開発のために～ 

 住民一人ひとりの生活に向き合い、地域にとって何が必要かを自分の頭で考え、解決に向けて住民と共に行動す

る職員を養成することを目的に、『職員養成塾』を開設する。 

③派遣研修 ～より高度な専門知識の獲得と人脈形成のために～ 

 行政課題を克服し、職務を遂行するための高度な専門知識を習得するとともに、他の組織の人たちと幅広いネッ

トワークを構築するため、市町村アカデミーなどの専門研修機関への派遣を実施する。 

 

（２）職員研修体系 

①自主研修 

 職員が自らの意思に基づいて、語学研修や手話講座を受講し、自己啓発意欲を向上させるためにおこなう研修で

ある。 

 職員が自らの意思で学ぼうとする自己啓発意欲を向上させることが人材育成の基本的な方策であることから、語

学研修などの受講への支援をおこなうと共に、大学院修学や専門資格取得に助成をおこない、意欲ある職員に対し

自己啓発の動機づけの機会を広く提供し、職員が主体的に自己啓発に取り組むことのできる職場風土の醸成に努め

る。 

②職場研修 

 所属長が、所属職員に計画的かつ継続的に当該所属における職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習

得させるためにおこなう研修である。 

 職員の人材育成の基礎は、各職場単位での教育であり、職員の資質の向上を図るためには、まず学習意欲に富ん

だ職場環境を創造することが必要と考え、各職場が研修へ積極的に取り組めるよう、職場研修を設定している。 

職場研修の実施は所属長の責務であり、所属職員が派遣研修に参加し、専門的な知識・技能（職場の業務に関す

るもの）を習得したときは、その職員を講師として、職場研修を実施することを義務づけている。 

③職場外研修 

職員に対し、現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるためにおこなう

ものとし、基本研修、専門研修及び派遣研修の区分によりおこなう集合研修である。 
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(ｱ)基本研修 

職員の在職年数、補職等に応じて必要となる一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を

高めさせるためにおこなう研修である。 

 研修科目に、一般職員には、ＣＳ（市民満足）推進のための接遇研修、問題解決能力や政策形成能力の向上を

目的とする研修を実施し、管理・監督職には目標管理や行政経営能力の向上などを取入れ、計画的な人材育成を

目指す。 

(ｲ)専門研修 

職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるためにおこなうものとする。 

 基本研修の選択科目として、また公募により受講できる選択・公募制専門研修を実施し、職員個々の研修ニー

ズに応じた能力開発、スキルアップを図る。 

(ｳ)派遣研修 

職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等

を習得させるためにおこなう研修である。 

今後も、自治大学校、市町村職員中央研修所、国土交通大学校などの全国的な研修機関に職員を派遣し、高度

な専門知識や技術を習得させるとともに、他の自治体職員との交流を通して人材育成を目指す。 
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平成２２年度 研修別受講者数 

 

（基本研修） （派遣研修） 

研 修 名 受講者数 

 

派 遣 先 受講者数 

新規職員研修（前期） 59人 自治大学校 1人

新規職員研修（後期） 71人 自治大学校事後研修会 1人

中堅職員研修 52人 市町村職員中央研修所 3人

上級職員研修 95人 全国建設研修センター 3人

係長・主任研修 88人 奈良県市町村職員研修センター 101人

課長補佐研修 37人 全国市町村国際文化研修所 9人

トップマネジメント研修 25人 日本経営協会 3人

小 計 427人 早稲田大学マニフェスト研究所 2人

（専門研修）  自治体財政研究会 1人

研 修 名 受講者数 東京財団週末学校 1人

人権問題啓発研修 1975人 小 計 125人

初級職員ステップアップ研修 61人 （自主研修） 

法令研修 30人 研 修 名 受講者数 

技能労務職員研修 22人 手話講座 17人

交通安全研修会 145人 小 計 17人

接遇の基本確認週間 2467人

新規職員指導担当者のためのＯＪＴ推進研修 47人 合 計 5880人

メンタルヘルス研修 38人

再任用職員研修 19人

職員養成塾 272人

（選択・公募制研修） 

ファシリテーション 82人

クレーム対応 54人

プレゼンテーション 22人

コミュニケーション能力向上 52人

折衝技術 25人

小 計 5311人
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（３）勤務成績の評定 

  職員の勤務実績を正しく評価し、その結果に基づく取り扱いを行うことは、職員の士気を高めるとともに、公務

能率を増進させるために重要であります。人事評価は、職員の勤務態度、能力、適性、勤務意欲などに基づいて的

確に行っています。 

 

９．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康管理等の概要及び状況 

  職員が全力を挙げて職務遂行できるように職員の健康管理や職場の安全管理等を図るために様々な事業に取り組

んでいます。 

 ①健康診断 

労働安全衛生法に基づき、職員の健康の保持増進のため定期健康診断を実施しています。また、結核健康診断・

有害業務従事者の特殊健康診断等を実施し、健康管理を行っています。 

 ②健康指導 

定期健康診断等の精密検査や長時間勤務職員を対象とした健康チェックの結果、異常の認められた職員に対し、

産業医による健康指導を実施しています。 

 ③メンタルヘルス対策 

メンタルヘルスに関しては、「職員の心の健康相談室」を開設し、毎週木曜日に専門の保健師・医師により相

談に応じています。また、相談内容及び相談結果については利用者以外に一切知らさないなどプライバシーの保

護に留意し実施しています。 

 

④セクシャルハラスメント対策 

  セクシャルハラスメントにおいては、指針を策定し、職員の相談窓口を設置、随時相談を受け付け相談に応じ

ています。相談を受けた場合は、必要に応じて所属長や人事主管課と連携して対応しています。 

 

（２）職員共済組合の概要 

社会保険制度の一環として、相互救済によって職員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、

職務の能率的運営を図るため、奈良県市町村職員共済組合（一部の職員は公立学校共済組合）に加入しています。 

共済組合の事業 

 短期給付事業・・職員とその家族の病気、ケガ、出産、死亡、休業又は災害に対して必要な給付を行う。 

 長期給付事業・・職員の退職、障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。 

 福 祉 事 業・・成人病検診などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金等の貸付、貯金事業

などを行う。 

 

（３）公務災害の補償の概要及び状況 

職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合、地方公務員災害補償基金

から一定の補償が行われます。 

区  分 
認 定 件 数（平成22年度） 

傷  病 死  亡 

通勤災害 ４件 ０件 

公務上の災害 ３６件 ０件 

 

（４）その他職員福祉のための制度の概要 

  職員の福利厚生を増進するために、条例に基づき職員で構成する奈良市職員互助会を設置しています。職員から

の会費と補助金により運営し、給付事業やレクリエーション事業などを行っています。 

 ○主な事業の概要と実績（平成22年度） 

 

事 業 名 主 な 内 容 実  績 

給 付 事 業 職員の退職、その他冠婚葬祭に関し各種給付を行う 2,534件

人間ドック受診補助 
共済組合が実施する人間ドックを受診したとき、その経費の一

部を助成する 
1,412件

福 利 厚 生 事 業 委 託 
委託業者をとおして宿泊施設利用や生活全般にわたる総合的な

サービスを提供する 
通年

ライフプランセミナー 50歳以上の会員を対象に、主に年金制度に関する研修を行う 年度1回開催

ボ ウ リ ン グ 大 会 
会員相互の親睦を深めスポーツを通じて健康増進を図るため開

催する 
年度1回開催
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１０．勤務条件に関する措置の要求の状況 

（１）制度の概要 

  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置を講じるよう要求することができ、公平委員会は

必要な審査を行ったうえで判定、あるいは斡旋等の方法で事案の解決に当たるものです。 

 

（２）措置要求の状況 

  平成２２年度においては、新たに受け付けた事案及び前年度から繰り越した事案はなく、審査も行われませんで

した。 

 

 

１１．不利益処分に関する不服申立ての状況 

（１）制度の概要 

  職員は、その意に反して休職、免職その他著しい不利益な処分または懲戒処分を受けたとして審査請求すること

ができ、公平委員会は必要な審査を行ったうえで、処分を承認し、修正し、または取り消す判定を行うものです。 

 

（２）不服申立ての状況 

 （単位：件） 

平成２２年度

当初係属件数

（事案数） 

新規申立

件  数 

処  理  件  数 平成２２年度

末係属件数

（事案数） 却 下 取下げ 打ち切り 判 定 計 

１４７ 

（１３１） 
      

１４７ 

（１３１） 

   （注）平成２２年度末係属の１４７件については、両者間の都合により凍結中のもの 
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【用語解説】 

 

【§１】Ｐ１ （１）職員の総数について 

  

◆ 職員条例定数・・・奈良市に常時勤務する一般職の職員の定数で、再任用短時間勤務職員を含みません。 

奈良市職員定数条例により定められています。 

 

 ◆ 再任用短時間勤務職員・・・高齢者の知識・経験を有効に活用するために定年退職者を対象に再雇用する制度に 

より任用されている職員で、奈良市においてはすべての職員が1週間当たりの勤務

時間が３１時間以内の短時間勤務職員です。 

 
【§２】Ｐ２ （２）部門別職員数の状況の表の区分について 

区分 説明 主な部署名 

一般行政部門 

地方公共団体が自主的な判断で定員管理を進めるこ

とができる分野の多い部門であり、下記区分の議会

から土木までの区分の総称 

 

議 会 議会に関する業務を表す区分 議会事務局 

総 務 

予算関係、住民関連、戸籍等窓口、広報広聴活動、

各種委員会など通常総務部門に属する業務を表す区

分 

財政課、会計課、管材課、市民活動

推進課、市民課、行政センター、連

絡所、秘書室、各種委員会など 

企 画 企画開発に関する業務を表す区分 総合政策課 

税 務 税に関する業務を表す区分 
市民税課、資産材課、納税課、滞納

整理課、債権整理課 

民 生 

福祉窓口、保育園、旧地域改善、各種年金保険関係

など公的扶助、社会福祉、社会保険、援護等に関す

る業務を表す区分 

福祉総務課、障がい福祉課、保護第

一課、保護第二課、子ども育成課、

保育課、保育園、児童館、人権文化

センターなど 

衛 生 
火葬場、ごみ処理施設、保健所など公衆衛生、環境

衛生、医事・薬事等に関する業務を表す区分 

生活衛生課、火葬場、環境部、環境

政策課、保健所など 

観光経済 
観光、商業、工業、農業などの振興や労働関係の調

整、労働福祉等に関する業務を表す区分 
観光経済部、農業委員会 

土 木 
都市計画、土木、建築に関わる企画調整、設計、施

工、監督などの業務を表す区分 

都市整備部、道路室、河川課、営繕

課、住宅課 

特別行政部門 
法令等により職員の配置基準等が定められている教

育や消防などの部門 
 

教 育 教育に関する業務を表す区分 教育委員会事務局 

消 防 消防に関する業務を表す区分 消防局 

公営企業等会計部門 

一般の会社と同じように、独自の収入で、その経費

をまかなう「独立採算」を原則とする会計制度で運

営されている、病院事業、水道事業、下水道事業な

どの部門 

 

水 道 水道事業に関する業務を表す区分 水道局、行政センター業務課水道係

下水道 下水道事業に関する業務を表す区分 下水道室 

その他 
国民健康保険事業、介護保険事業、病院事業など上

記の区分以外のその他の事業を表す区分 

国保年金課、介護福祉課、介護認定

課、病院事業課など 

 

【§３】Ｐ４ （６）職員の離職状況の表の区分について 

区 分 説  明 

定年退職 定年（原則６０歳）により退職する場合 

勧奨退職 人事管理関係より職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職する場合 

普通退職 職員の都合により退職する場合（再任用短時間勤務職員を含む） 

そ の 他 死亡による退職や失職、再任用短時間勤務職員の任期満了など 

 


